
○成田市簡易水道事業給水条例 

平成１８年３月２４日 

条例第３７号 

改正 平成２１年３月２５日条例第３号 

平成２５年１２月１９日条例第３３号 

平成３１年３月７日条例第４号 

（趣旨） 

第１条 この条例は，成田市簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置

工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するため，必要な

事項を定めるものとする。 

（料金） 

第２条 料金は，別表により算出した額とする。ただし，その額に１円未満の

端数が生じたときは，切り捨てるものとする。 

２ 市長は，共同住宅で専用給水装置を複数の世帯が共同で使用している場合

には，当該各世帯の使用水量を等量とみなして料金の計算をすることができ

る。この場合における基本料金の額は，給水装置の口径に応じた金額とし，

口径２０ミリメートルを超えるものの金額については，口径２０ミリメート

ルの金額とする。 

（給水申込納付金） 

第３条 給水装置の新設又は改造（給水管の口径を増径する場合に限る。次項

ただし書において同じ。）をしようとする者（成田市水道事業給水条例（平

成１０年条例第１９号。以下「給水条例」という。）第２６条第１項に規定

する者を除く。）は，市長に給水申込納付金（以下「納付金」という。）を

納付しなければならない。 

２ 納付金の額は，次表に掲げるとおりとする。ただし，前項の改造をしよう

とする者の納付金の額は，改造後の口径に係る納付金の額と改造前の口径に

係る納付金の額との差額とする。 

  使用する給水管の口径 納付金の額 

１３ミリメートル １３２，０００円 

２０ミリメートル ２７５，０００円 

２５ミリメートル ４６２，０００円 

３０ミリメートル ７１５，０００円 

４０ミリメートル １，４３０，０００円 

５０ミリメートル ２，４７５，０００円 

７５ミリメートル ６，６００，０００円 

下総地区簡

易水道の給

水区域 

１００ミリメートル １３，５３０，０００円 



１３ミリメートル １４８，５００円 

２０ミリメートル ２９７，０００円 

２５ミリメートル ４８４，０００円 

３０ミリメートル ７４８，０００円 

４０ミリメートル １，４７４，０００円 

５０ミリメートル ２，２７７，０００円 

７５ミリメートル ５，５２２，０００円 

大栄地区簡

易水道の給

水区域 

１００ミリメートル以上 市長が定める額 

３ 給水条例第１５条第２項の規定により受水槽に接続する装置にメーターを

設置する場合にあっては，当該装置を給水装置とみなす。 

４ 納付金は，給水条例第４条の承認後市長が定める納期限の日又は給水条例

第３２条第３項の確認申請後市長が定める納期限の日までに納付しなければ

ならない。 

５ 既納の納付金は，還付しない。ただし，市長が特別の理由があると認める

ときは，この限りでない。 

（平３１条例４・一部改正） 

（準用） 

第４条 この条例に定めるもののほか，簡易水道事業の給水について必要な事

項は，給水条例の規定（第１条，第２２条，第２９条及び第３９条を除く。）

を準用する。この場合において，第２条中「水道事業管理者の権限を行う市

長（以下「管理者」という。）」とあるのは「市長」と，第４条から第１０

条まで，第１２条から第１６条第１項まで，第１７条及び第１８条中「管理

者」とあるのは「市長」と，第１９条第１項中「管理者に」とあるのは「市

長に」と，第１９条第２項，第２０条，第２３条，第２４条，第２６条から

第２８条まで及び第３０条から第３５条までの規定中「管理者」とあるのは

「市長」と読み替えるものとする。 

（委任） 

第５条 この条例の施行に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成１８年３月２７日から施行する。 

（下総町及び大栄町の編入に伴う経過措置） 

２ 下総町及び大栄町の編入の日（以下「編入日」という。）の前日までに，

下総町水道事業給水条例（平成１７年下総町条例第２号。以下「下総町条例」

という。）又は大栄町給水条例（平成１３年大栄町条例第２８号。以下「大

栄町条例」という。）の規定によりなされた処分，手続その他の行為は，こ



の条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

３ 編入日の前日までにした下総町条例及び大栄町条例の規定に違反する行為

に対する罰則の適用については，この条例の規定にかかわらず，下総町条例

及び大栄町条例の例による。 

附 則（平成２１年３月２５日条例第３号） 

この条例は，平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年１２月１９日条例第３３号） 

（施行期日） 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の使用等に係る使用

料等であって，施行日前に許可等をされたものの額については，この条例に

よる改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

３ 施行日前から継続して供給している公共下水道，水道及び簡易水道（以下

「公共下水道等」という。）の使用で，施行日から平成２６年４月３０日ま

での間に使用料等の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料等（施行

日以後初めて使用料等の支払を受ける権利が確定する日が同月３０日後であ

る公共下水道等の使用にあっては，当該確定したもののうち，施行日以後初

めて支払を受ける権利が確定する使用料等を前回確定日（その直前の使用料

等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。）から施行日以後初

めて使用料等の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し，こ

れに前回確定日から同月３０日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係

る部分に対応する部分に限る。）については，第３５条の規定による改正後

の成田市下水道条例第２０条の表の規定，第３６条の規定による改正後の成

田市水道事業給水条例第２２条第１項の表の規定，第３７条の規定による改

正後の成田市簡易水道事業給水条例別表の規定及び前項の規定にかかわらず，

なお従前の例による。 

４ 前項の月数は，暦に従って計算し，１月に満たない端数が生じたときは，

これを１月とする。 

附 則（平成３１年３月７日条例第４号） 

（施行期日） 

１ この条例は，平成３１年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の使用等に係る使用

料等であって，施行日前に許可等をされたものの額については，この条例に

よる改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

３ 施行日前から継続して供給している公共下水道，水道及び簡易水道（以下



「公共下水道等」という。）の使用で，施行日から平成３１年１０月３１日

までの間に使用料等の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料等（施

行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利が確定する日が同月３１日後で

ある公共下水道等の使用にあっては，当該確定したもののうち，施行日以後

初めて支払を受ける権利が確定する使用料等を前回確定日（その直前の使用

料等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。）から施行日以後

初めて使用料等の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し，

これに前回確定日から同月３１日までの期間の月数を乗じて計算した金額に

係る部分に対応する部分に限る。）については，第４１条の規定による改正

後の成田市下水道条例第２０条の表の規定，第４２条の規定による改正後の

成田市水道事業給水条例第２２条第１項の表の規定，第４３条の規定による

改正後の成田市簡易水道事業給水条例別表の規定及び前項の規定にかかわら

ず，なお従前の例による。 

４ 前項の月数は，暦に従って計算し，１月に満たない端数が生じたときは，

これを１月とする。 

別表 

（平３１条例４・全改） 

（１） 下総地区簡易水道の給水区域 

基本料金（１月につき） 超過料金（１立方メートル

当たり） 

用

途 

口径（ミリ

メートル） 

基本水量 料金 使用水量による料金区分 

２０以下 使用水量１０

立方メートル

まで 

１，９９１円 

２５ ４，０８６円

５０銭 

３０ ４，１９１円 

４０ ４，２９５円

５０銭 

５０ ５，２３８円

２０銭 

７５ ５，７６２円

９０銭 

専

用 

１００ 

使用水量２０

立方メートル

まで 

６，２８６円

５０銭 

使用水量３０立方メート

ルまで １９９円１０銭 

３０立方メートルを超え

１００立方メートルまで 

２２０円 

１００立方メートルを超

える分 ２３１円 

共 全ての口径 １世帯につき １，９９１円 １世帯につき使用水量 



用 使用水量１０

立方メートル

まで 

３０立方メートルまで 

１９９円１０銭 

３０立方メートルを超え

１００立方メートルまで 

２２０円 

１００立方メートルを超

える分 ２３１円 

臨

時

用 

全ての口径 使用水量１０

立方メートル

まで 

２，５１４円

６０銭 

使用水量３０立方メート

ルまで ２５１円９０銭 

３０立方メートルを超え

る分 ２６２円９０銭 

（２） 大栄地区簡易水道の給水区域 

料金（１月につき） 

基本料金 

口径（ミリメート

ル） 

料金 

従量料金（１立方メートル当たり） 

１３ ３５２円 

２０ ９３５円 

２５ １，５４０円 

３０ ２，４２０円 

４０ ４，７３０円 

５０ ６，９３０円 

７５ １７，３８０円 

１００以上 市長が定める額 

１９８円 

 


